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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
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1．基本的な考え方
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当社グループは、コーポレー ト ・ ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけ、 「経営の健全性と透明性の向上」、 「意思決定の迅速化」お
よび 「 円滑な業務執行」に努めています。

持株会社である当社を監査等委員会設置会社とし、ガバナンスの強化に加え、重要な業務執行の権限委譲による迅速かつ効率的な意思決定
体制を構築しています。また、当社が経営監督に特化し、グループ各社が事業執行に専念することにより、グループ経営管理の高度化を図ってい
ます。

【コーポレートガバナンス・コードの各願剛を実篇以孔ヽ理由】

当社は、2021年6月改訂後のコーポレー トガバナンス ・ コー ドの各原則をすべて実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原剛に基づく開示】匡新

1.【原則1-4.政策保有株式】

(1) 政策保有株式に関する方針
当社グループは、政策保有株式について、当社グループの取引先等との関係の安定性を確保する観点から、 「当社グループとの良好な取引関

係や協力関係の維持 ・ 強化」「当社グループおよび発行会社の中長期的な企業価値の向上」 「発行会社による地域経済への貢献」等に資すると認
められる場合に限り保有する方針としています。

なお、政策保有株式については、毎年、取締役会において、上記の方針に則して保有の継続が適当であるか、リスクとリターンについて経済合
理性が認められるかを総合的に検証し、改善が必要な場合には、相手先企業と対話を行います。それでもなお、改善が見られない政策保有株式
についてはその縮減を検討します。

(2) 議決権行使基準
当社グループは、議決権行使について、発行会社の経営方針やガバナンス体制等を勘案した上で、中長期的な企業価値向上につながるか等

の観点から、議案内容を検討した上で行使しています。
特に、企業価値や株式価値に大きく影響を与える可能性のある議案については、発行会社との対話の内容等を踏まえ、その賛否を総合的に判

断しています。

2.【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、株主の利益を保護するため、以下の手続きを定めています。

- 「取締役会規程」において、取締役の競業取引および利益相反取引について取締役会の承認を要することを定めています。
- 「グループ内取引等に係る基本方針」において、グループ会社間で行う取引にあたっては、アームズレングスルールなど各法令等に則り、

取引の公正性が歪められたり、リスクの波及等により、当社グループの業務の適切性および健全性が捐なわれることのないよう、適切に
対応する旨を定めています。
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- 「利益相反管理方針」において、グループ会社と取引先等との間で行う取引にあたっては、利益相反により取引先の利益を不当に害する

ことのないよう、適切に管理する旨を定めています。

3.【補充原則2-4-1.女性 ・ 中途採用者等の管理職への登用】

当社グループは、企業の持続的成長のためには、性別、国籍、キャリア等に関係なく全ての職員の活躍が不可欠との認識にたち、ダイバーシテ
ィ＆インクルージョン施策の拡充に取り組んでいます。その取組みにおいて、管理職や中核人材への登用等については、意欲、能力等の公平・公
正な評価によって行うとの考え方を基本としながら、多様性の確保に努めています。

当社グループの中核を成す株式会社西日本シティ銀行における2022年3月末時点での女性 ・ 中途採用者の管理職への登用状況は、女性12.4%( 
2021年3月末比＋1.4ポイント） ・ 中途採用者1.6%(2021年3月末比＋0.3ポイント）です。今後もこの比率の向上に努めてまいります。なお、外国人の管
理職への登用については、当社グループの事業が国内中心であるという特性に鑑みて、測定可能な目標を定めていません。今後の事業展開を
鑑み、必要と判断した場合は、外国人についても本人の能カ・意欲等を勘案し管理職へ登用していきます。

当社グループは、中長期的な企業価値の向上に向けた人財戦略の重要性に鑑み、人財育成方針及び社内環境整備方針として 「中期経営

計画」に 「チャレンジする人財の育成と企業風土の改革」を掲げ、 「人間力の向上」や 「成長をサポートする組織風土の醸成」等に取り組んで
います。詳細は、 「中期経営計画」及び 「統合報告書」に記載していますので、ご参照ください。

中期経営計画（方針）https://www.nnfh.cojp/ assets/ pdf /corporate/strategy/ chukikeieikeikaku.pdf 

統合報告書（実施状況）https://www.nnfh.cojp/ assets/ pdf / shareholder /ir / disclosure_chukandisclosure/ disclo_2021 07 / all.pdf 

4.【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社の連結子会社である株式会社西日本シティ銀行では、企業年金の運用の基本方針等の決定を行う「年金資産運用委員会」に、適切な資質
を持った人材を計画的に登用 ・ 配置しています。また、その具体的な運用を決定する 「代議員会」は、事業者側が選定した代議員および受益者た
る労働者が選定した代議員をそれぞれ同数で構成するなど、利益相反を適切に管理できる態勢を構築しています。

5.【原則3-1.情報開示の充実】

(1)当社グループの経営理念は以下のとおりです。

【グループ経営理念】
私たちは、高い志と誇りを持って時代の変化に適応し、お客さまとともに成長する総合力No.1 の地域金融グループを目指します。

【グループブランドスローガン】
ココロがある。コタエがある。

当社の中期経営計画を公表しています。詳細は、当社のホームページに掲載していますので、ご参照ください。
中期経営計画： http://www.nnth.cojp/ corporate/ strategy/ chukikeieikeikaku.html 

(2)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「1.1.基本的な考え方」に記載していますので、

ご参照ください。

(3)当社の取締役会が経営陣幹部 ・ 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、本報告書 「2.1.【取締役報酬関係】」に

記載していますので、ご参照ください。

(4)当社の取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては以下のとおりです。

口取締役候補の指名に関する方針と手続き

当社は、取締役会がその役割 ・ 責務を実効的に果たすために、取締役会メンバーとして当社グループの事業やその課題に精通する者が必要で
あることに加え、当該メンバーの知識 ・ 経験 ・ 能カ ・ 職歴 ・ 年齢の多様性を確保することが重要であると考えています。また、多様な知見やバックグ
ラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することで、取締役会全体としてのバランスをとることを基本方針としています。

このような観点から、当社は、当社グループの事業やその課題に精通する者を社内取締役候補者として指名しています。また、それぞれの監査
等委員が取締役として有する取締役会における議決権の行使および監査等委員会が監査等委員でない取締役の選解任 ・ 報酬等に関して株主総
会において行使することができる意見陳述権を通じて、その決定プロセスの客観性 ・ 透明性を確保しています。

なお、定款において取締役の員数を20名以内、うち監査等委員である取締役を3名以上と定め、現在9名の取締役（うち監査等委員である取締

役4名）を選任しています。

口経営陣幹部の選解任に関する方針と手続き
当社の取締役会は、指名 ・ 報酬諮問委員会の答申を参酌した上で、代表取締役および経営陣幹部（役付取締役）を選定するとともに、代表取締

役および経営陣幹部（役付取締役）が取締役会で定める解職基準に該当する場合には、その解職を審議することとしています。これにより、経営
陣幹部の選解任について客観性 ・ 適時性 ・ 透明性のある手続きを確保しています。

(5)当社の取締役の個々の選任理由は以下のとおりです。社外取締役の選任理由については、本報告書 「2.1.【取締役関係】」に記載していま

すので、ご参照ください。

［取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任理由］

当社のホームページにて公表しています 「株主総会招集ご通知」の 「株主総会参考書類」に記載していますので、ご参照ください。
株主総会招集ご通知： http://www.nnfh.cojp/ shareholder/ stock/ general_meeting.html 

［監査等委員である取締役の選任理由］

友池精孝
当社グループの株式会社西日本シティ銀行において、経営企画部門及び営業店支店長を歴任。2010年より事務統括部長を務め、2013年の執

行役員就任以降、博多支店長、筑後地区本部長兼筑豊地区本部長を務める等、豊富な業務経験を有しています。また当社においても、2018年6
月から取締役監査等委員に就任。その経験、能力、人格、識見等を活かすことにより、当社の経営に貢献することができる人物と判断し、監査等
委員である取締役に選任しています。



6.【補充原則3-1-3.サステナビリティに対する取組み等】
当社グループはこれまで、 「地域の発展なくして西日本FHグループの発展なし」との信念のもと、創業支援や環境関連融資等の本業を通じた地

域課題の解決に加え、さまざまな地域貢献活動にも積極的に取り組んできました。
2020年4月よりスタートした中期経営計画 「 飛翔2023～地域の元気を創造する～」では、サステナビリティを巡る課題への対応(SDGs/ESGへの

取組み）を経営戦略上の重要事項と位置付け、当社グループが 「目指す姿」と関連性が高いSDGsの7つのゴールを 「SDGs重点項目」として設定す
るとともに、専門部署 「SDGs推進室」を新設し、グループ一体となって多様な取組みを展開しています。

2021年4月には、当社グループのSDGs/ESGへの取組方針を 「グループサステナビリティ宣言」として明文化するとともに、「気候関連財務情報開
示タスクフォース(TCFD)提言」への賛同を表明しました。同年7月に発行した統合報告書より同提言に沿った情報開示を行っています。今後、気
候変動に係るリスクや機会が当社グループに与える影響等について、必要なデータの収集や複数のシナリオに基づく分析等を行い、開示の充実
に努めていきます。

2022年3月には、SDGs/ESG分野における地域の牽引役としての強い姿勢を表すべく、 「2021年度から2030年度までに累計2兆円」とするサステ
ナブルファイナンス実行額目標、 「2030年度までにカーボンニュートラル」とするCO2排出量削減目標を策定しました。

また、人的資本・知的財産への投資については、人財戦略として、職階別の人財育成施策、専門人財の育成、働き方改革等に、デジタル戦略と
して、 「西日本シティ銀行アプリ」の機能拡充、法人版プラットフォーム 「NCBビジネスステーション」 や「西日本FH Big Adva nce」の導入等に取り組
んでいます。

当社グループのサステナビリティ(SDGs/ESG)への取組み、TCFD提言に沿った情報開示、人財戦略、デジタル戦略の詳細については、「統合報
告書（ディスクロ ージャー誌）」に記載していますので、ご参照ください。
統合報告書 https://www.nnfh.cojp/ s hare holder /ir / dis closure.html 

7.【補充原則4-1-1.取締役会から経営陣に対する委任の範囲】
当社は、 「取締役会規程」において取締役会決議事項の範囲を定め、取締役会が当社グループの経営に関する重要事項を決定し取締役の職

務の執行を監督する体制を構築しています。また、法令上取締役会における決議事項とすることが定められている事項のほか、その重要性およ
び性質等に鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、経営会議をはじめとする当社の経営陣に委任して
います。

8.【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、当社グループの事業課題

に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、当社グループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないか

につき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、当社グループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。

(1) 過去に当社またはその子会社の業務執行者であった者
(2) 当社またはその子会社を主要な取引先とする者(※1) （法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
(3) 当社またはその子会社の主要な取引先(※2) （法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
(4) 過去3年以内に当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※3) を得たことがあるコンサルタント、会計専門家

または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
(5) 当社の主要株主(※4) （法人である場合は当該法人の業務執行者）
(6) 上記 (1) ~ (5) の近親者
(7) 当社またはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
(8) 過去3年以内に当社またはその子会社から多額の寄付(※5) を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
(※1) 「当社またはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高の2％以上を当社またはその子会社から得ている取

引先を指す。
(※2) 「当社またはその子会社の主要な取引先」とは、当社またはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上を得ている取引先

を指す。
(※3) 「多額の金銭その他の財産」とは、過去3年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
(※4) 「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
(※5) 「多額の寄付」とは、過去3年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。

9.【補充原則4-10-1.任意の指名・報酬委員会の設置】
当社は、取締役会の下に、代表取締役および経営陣幹部（役付取締役）の選解任に関する客観性・適時性・透明性の確保、役員報酬に関する

客観性・透明性の確保、計画的な後継者育成などを目的として、指名・報酬諮問委員会（以下、 「諮問委員会」という。）を設置しています。
諮問員会は、当社または子会社の社外取締役もしくは社外有識者が過半数を占め独立性は確保されており、代表取締役および経営陣幹部（役

付取締役）の選解任や役員報酬について、取締役会の諮問を受けて答申しています。
直近の諮問委員会は2022年2月に開催され、代表取締役および経営陣幹部（役付取締役）の選解任に関する事項、役員報酬に関する事項、最

高経営責任者の後継者候補に関する事項について議論されました。

【指名・報酬諮問委員会の構成員（提出日現在）】
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10.【補充原則4-11-1.取締役選任の方針・手続き・スキルマトリックス】
当社は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために、取締役会メンバーとして当社グループの事業やその課題に精通する者が必要で

あることに加え、当該メンバーの知識・経験・能カ・職歴・年齢の多様性を確保することが重要であると考えています。また、多様な知見や他社での
経営経験等のバックグラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することで、取締役会全体としてのバランスをとることを基本方針として
います。

上記基本方針及び当社の経営戦略に照らして、当社は、取締役会メンバーが備えるべき主な専門性として、会社経営、金融・経済、財務・会計
及び法務・リスク管理の4類型を特定しています。当社が各取締役会メンバーに期待する専門性等は、下表のとおりです。

※取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

11.【補充原則4-11-2.取締役の兼任状況】
当社の取締役の重要な兼職の状況については、当社のホームページにて公表しています「株主総会招集ご通知」の「事業報告」および「有価証

券報告書」に記載していますので、ご参照ください。
株主総会招集ご通知：http://www.nnfh.cojp/ shareholder/ stock/ general_meeting.html (2022年3月31日現在）

有価証券報告書：http://www.nnfh.cojp/shareholder/ir/securities.html (2022年6月30日現在）

12.【補充原則4-11-3.取締役会の実効性の分析・評価】
当社では、取締役会の実効性について、毎年、取締役会において分析・評価を行うこととしています。
当社は、2022年6月の取締役会において、全役員に対するアンケート鯛査による自己評価を基に、取締役会の実効性について分析・評価を実施

した結果、概ね実効性が確保されていることを確認しました。
今後、取締役間のより活発な議論の促進のため、取締役会資料の論点をより明確にするなど、取締役に対する情報提供について、更なる工夫

に努めてまいります。

13.【補充原則4-14-2.取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たしていく上で必要な知識・情報を取得し更新することができるよう、外部講師による講演や外部機

関が提供するセミナー等も含め必要な機会を提供・斡旋するとともに、その費用を支援しています。
新たに当社の社外取締役に就任した者に対しては、当社グループの事業・財務・組織等について十分に説明することとしています。また、取締役

会議案の事前説明や業務説明、現場視察の実施等、社外取締役がその役割・責務を実効的に果たすための環境の整備に努めています。

14.【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主の皆さまとの建設的な対話を促進するために、以下のとおり取り組んでいます。

(1) 責任者の指定
決算説明会等、株主•投資家の皆さまとの対話全般につきまして、経営企画部担当役員を責任者として、積極的に機会の提供を図っています。

(2)建設的な対話を促進するための体制
経営企画部が各部門およびグループ各社と連携することにより、各種の経営情報を収集・分析し、適切な形で株主•投資家の皆さまへ提供する

体制を整備しています。

(3)対話手段の充実に関する取組み
株主•投資家の皆さまとの対話の一環として、決算説明会等を実施しています。

(4)株主意見のフィードバック
株主•投資家の皆さまとの対話の中で把握したご意見は、対話当事者から経営陣へ適宜フィードバックしています。

(5) インサイダー情報の管理
重要な会社情報を適切に管理し、インサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、周知徹底しています。また、対外公表未済の事

項は投資家に配付する説明資料に記載しないこととするほか、重要事実に該当する可能性があるものについては回答を差し控えています。
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2．責本構成
l 

外国人株式保有比率

【大株主の状況】

10％以上20％未満

氏名又は名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

株式会社日本カストディ銀行 （信託口4)

日本生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社

西日本シティ銀行従業員持株会

株式会社麻生

株式会社りそな銀行

JA三井リ ース株式会社

住友生命保険相互会社

支配株主（親会社を除く）の有無

親会社の有無

l 補足説明

3．企婁属性

上場取引所及び市場区分，ー

決算期

業種

直前事業年度末における（連結）従業員
数

直前事業年度における（連結）売上高

直前事業年度末における連結子会社数

なし

東京プライム、福岡既存市場

3月

銀行業

1000人以上

1000億円以上1兆円未満

10社未満

4．支配棒主との取引等を行う朧における少戴棒主の慄護の方策に麗する指針

5．その値コーポレート・ガバナンスに重憂な影響を与えうる特刷な事情

所賓棒式戴（棒） 割合（％）
18,501,100 12.81 

11,936,800 8.27 

6,628,700 4.59 

2,780,456 1.92 

2,765,501 1.91 

2,442,027 1.69 

2.410,000 1.66 

2,200,251 1.52 

2,017,800 1.39 

1,959,494 1.35 
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